
◆会計年度任用職員とは
　一会計年度内を任期として任用される非常勤の地方公務員です。採用されると一般の地方公務員
となり、服務規程（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。

明日香村放課後児童クラブ指導員 給食センター調理員
業務内容 小学生児童の放課後指導（保育）等 給食調理員
勤務場所 明日香村放課後児童クラブ（明日香小学校内） 明日香村立学校給食センター
募集人数 ２名程度 ２名程度

勤務期間
任用の日から令和４年３月３１日まで
※	勤務評価により再度任用される場合があ
ります。

任用の日から令和５年３月３１日まで
※	勤務評価により再度任用される場合があ
ります。

勤務時間

・	平日：授業終了後（１４時）～１９時
・	学校休業日（夏期休暇等）：７時３０分
～１９時
※	上記時間内の４時間から８時間程度のシ
フト制

８時～１６時４５分　※応相談

勤務日数 週１日から週３日程度 週５日以内（原則平日）
給料・手当等 村の条例による 村の条例による

募集期間
２月２８日（月）まで）
９時～１７時
※土日祝を除く。

２月２８日（月）まで
９時～１６時
※土日祝、学校休業日を除く。

応募方法

・	履歴書(提出前３ヶ月以内に撮影した写真
貼付)
・	運転免許証の写し（ある方のみ）
を、中央公民館内教育課へ持参

履歴書（提出前３ヶ月以内に撮影した写真
貼付）を給食センターへ持参

選考方法

・書類審査
・面接試験（面接日は後日連絡）
※	提出書類の記載内容や口述内容等に虚偽
や不正がある場合や、採用後に不正等が
発覚した場合には、採用を取り消しま
す。

・書類審査
・面接試験（面接日は後日連絡）
※	提出書類の記載内容や口述内容等に虚偽
や不正がある場合や、採用後に不正等が
発覚した場合には、採用を取り消しま
す。

問い合わせ 教育課　☎５４ー３６３６ 給食センター　☎５４－２３２３

　高市ＦＣは、高取町・明日香村を拠点に活動する少年サッカーチームです。
　現在、部員を大募集しています。見学体験も大歓迎です。
【対象】小学生
【活動日時】・土曜日・日曜日・祝日　９時～正午／１３時～１７時
　　　　　　・火曜日・木曜日　１９時～２１時　※４年生以上対象
【活動場所】高取町健民運動場、明日香小学校運動場、近隣公園多目的グラウンド
【問い合わせ】高市ＦＣ事務局
　　　　　　　takaichifc2012@yahoo.co.jp

会計年度任用職員（パートタイム）の募集会計年度任用職員（パートタイム）の募集

一緒にサッカーを楽しもう！一緒にサッカーを楽しもう！

募　集
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「飛鳥・藤原」を世界遺産に！

村民の声を村政に!!
　議会懇談は毎月第３火曜日
に行っていますので、お気軽
にご来庁ください。

問い合わせ 役場議会事務局
電話　54ｰ2001
（内線223）

E-mail：info@asukamura.jp

村 の 人 口

明日香村では、関係団体等のご協力により各種相談窓口を設置しています。
お気軽にご相談ください。

この広報紙は再生紙を使用しております。

２月の相談日

合　計
5,381人（−6）
世帯数

2,218世帯（＋3）

男
2,587人（−6）

女
2,794人（±0）

令和４年1月1日現在　（　）は前月比

令和３年度納期限

２月２８日（月）
国民健康保険税（第８期）

介護保険料（第８期）

後期高齢者保険料（第８期）

内容 日（曜日）・時間 場所 相談内容 相談員 問い合わせ

人権相談 第２木曜日
１３時～１５時 健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー　

２
階

いじめ、体罰、差別や嫌が
らせなどによる人権侵害に
ついての相談

人権擁護
委員

住民課
☎５４−２２８２

行政相談 第３木曜日
１３時～１５時

年金、登記、窓口サービス
など国や県、村の行政に対
する意見や提案などを随時
お受けします。

行政相談
委員

総務財政課
☎５４−２００１

消費生活
相談

毎週火曜日
（祝日を除く。）
１３時～１６時

商品の品質やサービスなど
の問い合わせ、契約上のト
ラブル、生活知識など消費
生活にかかわる相談を専門
の相談員がお受けします。

消費生活
相談員

住民課
☎５４−２２８２

心配ごと
相談

第３水曜日
１３時～１５時

健
康
づ
く
り
課

窓
口

職業、健康、教育、結婚な
ど人にはいえない心配ごと
や悩み事の相談
※�前日までに要予約

保健師　等 健康づくり課
☎５４−５５５０

教育相談

毎週火曜日
（祝日を除く。）
１０時～
１７時１５分

中
央
公
民
館

子育てや家族のことについ
て、またお子さんのことにつ
いて子どもを育てていく上
での悩みや不安などを相談
※�相談日一週間前までに要
予約

臨床
心理士

教育課
☎５４−３６３６

法律相談

第２・３・５
水曜日

１３時～１６時

橿
原
市
観
光
交
流

セ
ン
タ
ー
４
階

（
大
和
八
木
駅
前
）

金銭関係（交通事故等）、不
動産関係（登記等）、家庭
関係（遺産相続等）などの
相談
※２週間前に事前予約必要

弁護士

中南和
法律相談
センター

（奈良弁護士会）
☎０７４２−
　２２−２０３５

第１・３・４・５
火曜日

１３時～１６時

桜
井
市
役
所

１
階
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